
公 売 公 告 案 内

【分収育林】

【入札日】

令和８年７月２２日(水)

開札：１０時００分

　　北薩森林管理署



　下記により、国有林立木（分収育林）を一般競争入札により売払いますので、買受希望の

方は、現物熟覧の上、国有林野事業林産物売買契約約款及び下記条件並びに入札者注意書を

承知の上、入札して下さるようご案内いたします。

１　入札場所　　北薩森林管理署 入札室

２　入札日時　　令和８年７月２２日(水)１０時００分

３　開札日時　　令和８年７月２２日(水)１０時００分　（入札即時開札）

４　郵便入札の場合にあっては、当署に令和８年７月２１日(火)１７時までに到着するよ

  うに送付してください。

５　時刻は、当署の時計によります。

６　売払物件所在地及び物件明細は別紙明細書のとおりです。

延納ができる金額(１件の契約金

額消費税相当額を加算した金額)

延 納 期 間  （　限　）

延　   納 　  利 　  率

〒895-1813
鹿児島県薩摩郡さつま町轟町35番地3
北 薩 森 林 管 理 署
TEL：0996-48-4900

物件の搬出期間
(引渡しを完了した日から起算して) ３カ年以内

特　　　約　　　条　　　件 別紙「特約事項」のとおり

物 件 の 引 渡 期 限 　１５日以内。ただし、みなし引渡しの場合は
  （代金納付又は担保提供の日から） 代金納入又は担保提供のあった日を引渡し日と

  します。

国の分収金のみとする。

１５０万円以上

６ヶ月以内（1,000m3未満）
１０ヶ月以内（1,000m3以上）

年利　２.５０％

令和８年６月２２日

国有林野産物公売公告（１）

記

条　　　　　　　件

項　　　　　　　　　目 立         　　　 木

入 札 ・ 契 約 保 証 金 免　　　　　除

契 約 締 結 期 限 令和８年７月２９日(水)

現納条件(落札金額(消費税相当額を

加算した金額）に対して）              　　　　　　　　 ％以上

延

期

条

件



１　入札参加者の資格
　（１）各森林管理局長が交付する「一般競争参加資格確認通知書（林産物売払）」を受
　　　けた者でなければ入札に参加することはできません。
　（２）予算決算及び会計令第７０条の規定により当該契約を締結する能力を有しない者
　　　及び、破産者で復権を得ない者は入札に参加することはできません。
　（３）森林管理局長から一般競争参加資格を停止されているものは入札に参加すること
　　　はできません。

２  入 札 方 法
　（１）入札は一物件毎に総額をもって入札してください。
　（２）入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入してください。
　　　　入札書に誤って消費税相当額を加算した総額を記入した場合は、たとえ入札書に
　　　このことを明記してあっても、また、入札者がこのことに気付き落札以前に訂正、
　　　又は取り消しの申し出があっても、消費税相当額を除く金額を記入し入札したもの
　　　と見なし、有効として処理し、誤りの訂正、取消等は認めませんので注意してくだ
　　　さい。

３  郵 便 入 札
　　入札書を郵送する場合には、二重封筒とし、物件毎に入札書を入れた中封筒を密封の
　うえ「立木公売○号物件の入札書在中」と朱書きし、外封筒には「○月○日開札、立木
　公売の入札書在中」と朱書きし、書留郵便又は配達証明郵便をもって差し出して下さい。
　　ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札に
　参加できません。

４  電 信 入 札
　　電信入札はできません。

５  入 札 の 無 効
　（１）前記１の「入札参加者の資格」に違反した入札。
　（２）入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき。
　（３）入札書に入札者の署名又は記名調印のどちらもないとき。
　（４）郵便入札の場合に、郵便入札書が定められたときまでに指定場所に到達しなかっ
　　　たとき。
　（５）売払番号を付した場合に売払番号が確認できないとき。
　（６）暴力排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められると
　　　き。

６  契 約 の 成 立
　（１）落札物件に係わる契約は売買契約書を作成し、双方が押印したとき確定します。
　（２）落札及び契約は、入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額をもっ
　　　て落札金額及び契約金額とします。
　（３）消費税相当額の積算において円未満の端数を生じた場合は切り捨てます。

７  違約金の徴収　
　（１）落札者が期限内に契約を結ばないときは、入札金額の５／１００に相当する違約
　　　金を徴収します。
　（２）落札者が契約上の義務を履行しないときは、契約金額（消費税相当額を加算した
　　　金額）の１０／１００に相当する違約金を徴収します。
　（３）前(1)、(2)の違約金を森林管理署長の指示する期限まで納付しないときは、一般
　　　競争参加資格を取り消し、又はこの資格を付与しません。

国有林野産物公売公告（２）



８　代金の納付期限及び担保提供期限
　（１）代金は契約締結の日から２０日以内に納付することになります。ただし、延納の
　　　場合は別紙延納期間により定められます。
　（２）担保提供期限は契約締結の日から２０日以内とします。

９　延 納 担 保 等
　（１）一部現金一部延納の契約も認められます。 
　（２）支払保証手形の保証する延納も認められます。ただし、分収契約の場合におけ
　　　る官収分についての併用は認めません。 
　（３）担　保 
　　　（ア）国債
　　　（イ）地方債
　　　（ウ）金融債（農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫の発行する債権）
　　　（エ）手形交換所加入銀行、農林水産大臣が確実と認める銀行若しくは信用金庫、
　　　　　農林中央金庫、又は株式会社商工組合中央金庫又は都道府県信用農業協同組合
　　　　　連合会（以下「金融機関」と総称する。）の支払保証に係る手形
　　　（オ）金融機関に対する定期預金金融債権

１０　適格請求書（インボイス）の交付
　　　インボイスについては、全省庁統一の登録番号等を記載した契約書等によることと 
　　し、契約締結後に交付することとします。なお、仕入税額控除の対象となる消費税額
　　は、適格請求書発行事業者（課税事業者）の分のみとなり、下記物件の入札書に記載
　　された金額に対する割合は次のとおりとなります。入札に際し、注意願います。
　　　※　分収者には、免税事業者が含まれる場合があるため、インボイスに記載する仕
　　入税額控除の対象となる消費税額は、契約金額に含まれる消費税相当額（税率10％）
　　とは一致しない場合があります。

　　　・1号物件　 8.01％　 2号物件　 7.22％　 3号物件　 6.55％　 4号物件　 9.25％　
　　　・5号物件　 8.58％　 6号物件　 9.03％　 7号物件　10.00％　 8号物件　10.00％　
　　　・9号物件　 9.73％　10号物件　 7.35％　11号物件　 7.48％　

１１  そ　の　他
　（１）入札者は一般競争参加資格確認通知書を持参してください。
　（２）入札者が代理人の場合は委任状を提出してください。
　（３）本物件の立木は、「発電利用に供する木質バイオマスの証明のためのガイドライ
　　　ン」（平成２４年６月林野庁）の２（１）②ウに定められた森林に所在するもので
　　　す。
　　　　このことについては、国有林が国有林野施業実施計画及び公有林野等官行造林地
　　　施業計画に基づいて持続可能な森林経営が営まれていることに鑑み、売買契約書に
　　　おいて「本物件は、持続可能な森林経営が営まれ、伐採に当たって森林に関する法
　　　令に照らし手続きが適切になされた森林の立木である。」と記載することにより証
　　　明します。
　（４）国有林材の木材需給動向を把握するため、立木公売物件からの供給予定先を調査
　　　いたします。つきましては、契約締結後「立木購入物件の搬入予定先調査表」（別
　　　紙様式）の提出にご協力をお願いします。
　（５）入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員以
　　　外の者は入場できません。
　（６）入札に関する情報について公表する場合もありますので予めご了承ください。

令和８年６月２２日



　　　　　電話（代表）０９９６－４８－４９００
　　　　　分任契約担当官
　　　　　北薩森林管理署長　 後藤　寿也

　　

※お知らせ

　農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19

年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき第三者から不当な働きかけを受け

た場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。

 　詳しくは、九州森林管理局のホームページ

（http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.html）をご覧ください。



１　入札方法
  (１)  入札は売払物件ごとに総額をもって入札してください。
  (２)  入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入してください。

２　入札書の訂正
　　記載事項を訂正したときは、訂正印を押してください。

３　入札書の引換等
　　一旦提出した入札書の引換、変更又は取消しはできません。

４　入札の無効
  (１)  公売公告(2)－１に定める「入札参加者の資格」に違反した入札。
  (２)  入札金額又は氏名若しくは名称が確認できないとき。
  (３)  入札書に入札者の署名又は記名調印のどちらもないとき。
　(４)  郵便入札の場合にあって郵便入札書が定められた時刻までに指定場所に到着しな
　　　かったとき。
  (５)  売払番号を付した場合に売払番号が確認できないとき。
　(６)  暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた
　　　とき。

５  入札書記載上の注意事項
  (１)  入札金額は消費税相当額を除いた金額を記入してください。
　　　　なお、入札書に誤って消費税を加算した総額を記入して入札した場合は、たとえ
　　　入札書にこのことを明記してあっても、また、入札者がこのことに気付き落札以前
　　　に訂正又は取消しの申し出があっても、消費税相当額を除く金額を記入し入札した
　　　ものと見なし、有効として処理し誤りの訂正、取消等は認めませんので注意してく
　　　ださい。
　(２)　入札金額は、はっきりと記載してください。ケタ違いや金額の書き違いがないよ
　　　うにしてください。
  (３)　氏名や名称は、一般競争参加資格確認通知書のとおりに記載してください。
  (４)  法人の場合は、正規の代表者印を必ず押してください。
  (５)  売払番号の記載もれや誤りがないようにしてください。

６　無効の申出
  (１)  無効の申出は、開札前には受理しません。
　(２)  落札宣言後は、どのような理由があっても無効の申出は受理しません。この場合、
　　　落札者が契約を結ばなかったときは、入札金額の５／１００に相当する違約金を徴
　　　収します。

７　落札者の決定
　　落札となるべき同額の入札者が２名以上あるときは、抽せんにより落札者を決定しま
　す。

８　入札の中止等
    森林管理署長は、入札者が連合し又は連合するおそれがある場合、その他の理由によ
　り正当な入札を行うことができないと認めたときは、入札を中止し、又は取消すことが
　あります。

　　入　札　者　注　意　書 (１)  



１　1～11号物件は、分収育林契約に係る分収木です。

２　当該入札物件には、搬出支障木等（北薩森林管理署長が指定）がありますので、当署

　長が指定する期限までに当該搬出支障木等の売買契約を締結していただきます。

    なお、搬出支障木等の詳細につきましては、当署にお尋ねください。

３　分収木の買受代金は、国及び分収育林契約者（以下「費用負担者」という。）に分収

　金として払い込んでください。

　(１)　費用負担者の分収金は、国が指示した金額とします。 

　(２)　費用負担者の員数は以下のとおりです。

４　代金の支払方法

  (１)　国に支払う代金は、国の発行する納入告知書により納付してください。

  (２)　費用負担者に支払う代金は、国が指定する各費用負担者の振込金融機関の口座に

　    払い込んでください。

  　　　また、この払い込みにかかる費用は、買受人が負担してください。

  (３)　費用負担者が行方不明等により国が払込金融機関の口座を指定できない場合は、

　    国の指定する法務局に供託してください。

５　買受代金を延納することができる場合
  (１)　国の分収金に相当する金額（官収分）について認めます。
  (２)　費用負担者の分収金に相当する金額（民収分）については、現納とします。

６　買受人が契約条項に違反して、契約に至らず、又は契約を解除した場合の違約金等に
　ついては、国と費用負担者が分収します。　

入　札　者　注　意　書（分収育林）

売払物件 林 小 班

１号 ３４ほ ６ 名

２号 ５６る1 ６ 名

３号 ８７わ １５ 名

４号 １００４は ６ 名

５号 １０４０い1 ６ 名

６号 １０４４ほ ５ 名

７号 １０８５に １ 名

８号 １０９７と2 １ 名

９号 １０９７と3 ２ 名

１０号 ２０１４り ９ 名

１１号 ２０９７い2 ６ 名

費用負担者数





























本 数 材 積 本 数 材 積 本 数 材 積

34ほ 皆伐 66 2.64 ヒノキ 生立木 2,596 1474.22 468 197.69 3,064 1,671.91
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

◎現地案内 間伐実行 平成 14 年度

1 日時 令和8年7月7日 ( 火 ) 9:00 集合 初回公売 平成 22 年度

2 集合場所 宮之城森林事務所

3 案内者

◎ その他 ・混生木（L11.88㎥）があり別途契約となります。 公売回数 29 回目

633 m3/ha 合 計 2.64 2,596 1,474.22 468 197.69 3,064 1,671.91 ◎調査方法 調 査 者

56る1 皆伐 64 2.97 ヒノキ 生立木 1,831 1,087.73 1,350 512.02 3,181 1,599.75
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

◎現地案内 間伐実行 平成 12 年度

1 日時 令和8年7月6日 ( 月 ) 9:30 集合 初回公売 令和 6 年度

2 集合場所 梅の里薩摩

3 案内者

◎ その他 公売回数 5 回目

539 m3/ha 合 計 2.97 1,831 1,087.73 1,350 512.02 3,181 1,599.75 ◎調査方法 調 査 者

87わ 皆伐 62 3.18 ヒノキ 生立木 2,289 1,555.28 994 464.52 3,283 2,019.80
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

◎現地案内 間伐実行 平成 年度

1 日時 令和8年7月8日 ( 水 ) 9:00 集合 初回公売 平成 年度

2 集合場所 旧大馬越小学校

3 案内者

◎ その他 公売回数 初 回

635 m3/ha 合 計 3.18 2,289 1,555.28 994 464.52 3,283 2,019.80 ◎調査方法 調 査 者

1004は 皆伐 70 7.98 ヒノキ 生立木 5,797 3,866.34 1,897 783.05 7,694 4,649.39
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

◎現地案内 間伐実行 平成 8 年度

1 日時 令和8年6月30日 ( 火 ) 9:00 集合 初回公売 平成 19 年度

2 集合場所 出水森林事務所

3 案内者

◎ その他 公売回数 28 回目

583 m3/ha 合 計 7.98 5,797 3,866.34 1,897 783.05 7,694 4,649.39 ◎調査方法 調 査 者

※1

※2

当該箇所の収穫調査については、林内の一部を調査して全体の数量を算出する標準地調査法を実施しています。標準地については現地に明示していますので、位置図にてご確認下さい。

物件明細書等の詳細については、北薩森林管理署業務G（経営担当）（TEL 0996-48-4900）へお問い合わせ下さい。

毎木調査（樹高曲線法）

4

令和6年8月30日

出水森林事務所首席森林官（TEL　0996-62-0501）

・混生木（N16.88㎥L35.44㎥）があり別途契約となります。

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

毎木調査（樹高曲線法）

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

毎木調査（樹高曲線法）

3

令和7年5月26日

川内森林事務所首席森林官（TEL　0996-27-2710）

・混生木（N3.24㎥）があり別途契約となります。

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

田
平

西
八
重
山

矢
筈

直営

指定調査機関

指定調査機関

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

毎木調査（樹高曲線法）

2

令和8年6月1日

黒木森林事務所事務取扱者（TEL　0996-55-0055)

一 般 材 低 質 材 計

摘 要 分 収 育 林 等 履 歴

1

令和8年6月1日

宮之城森林事務所森林官（TEL　0996-53-0169）

・混生木（L195.51㎥）があり別途契約となります。

犬

ヶ
八
重

直営

令和８年度　７月期　立木一般競争入札物件一覧表

北薩森林管理署

売
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番
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行
造
林

)

国
有
林
名

林 小 班 伐採種 林 齢
面 積
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樹 種 種 別



本 数 材 積 本 数 材 積 本 数 材 積

1040い1 皆伐 62 2.92 ヒノキ 生立木 1,896 1,053.15 1,361 500.24 3,257 1,553.39
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

◎現地案内 間伐実行 平成 16 年度

1 日時 令和8年6月30日 ( 火 ) 9:00 集合 初回公売 平成 26 年度

2 集合場所 出水森林事務所

3 案内者

◎ その他 公売回数 20 回目

532 m3/ha 合 計 2.92 1,896 1,053.15 1,361 500.24 3,257 1,553.39 ◎調査方法 調 査 者

1044ほ 皆伐 53 3.40 スギ 生立木 357 400.61 35 19.18 392 419.79
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

ヒノキ 生立木 2,289 1,164.01 841 316.71 3,130 1,480.72 ◎現地案内 間伐実行 平成 年度

1 日時 令和8年6月30日 ( 火 ) 9:00 集合 初回公売 令和 年度

2 集合場所 出水森林事務所

3 案内者 出水森林事務所首席森林官（TEL　0996-62-0501）

◎ その他 公売回数 初 回

559 m3/ha 合 計 3.40 2,646 1,564.62 876 335.89 3,522 1,900.51 ◎調査方法 調 査 者

1085に 皆伐 71 2.19 スギ 生立木 155 167.59 55 37.31 210 204.90
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

ヒノキ 生立木 1,104 825.88 807 429.42 1,911 1,255.30 ◎現地案内 間伐実行 平成 年度

1 日時 令和8年7月10日 ( 金 ) 9:30 集合 初回公売 令和 7 年度

2 集合場所

3 案内者

◎ その他 公売回数 3 回目

667 m3/ha 合 計 2.19 1,259 993.47 862 466.73 2,121 1,460.20 ◎調査方法 調 査 者

1097と2 皆伐 71 2.58 スギ 生立木 126 156.45 21 13.63 147 170.08
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

ヒノキ 生立木 1,726 1,073.28 619 274.56 2,345 1,347.84 ◎現地案内 間伐実行 平成 年度

1 日時 令和8年7月10日 ( 金 ) 9:30 集合 初回公売 令和 7 年度

2 集合場所

3 案内者

◎ その他 公売回数 3 回目

588 m3/ha 合 計 2.58 1,852 1,229.73 640 288.19 2,492 1,517.92 ◎調査方法 調 査 者

※1

※2

当該箇所の収穫調査については、林内の一部を調査して全体の数量を算出する標準地調査法を実施しています。標準地については現地に明示していますので、位置図にてご確認下さい。

物件明細書等の詳細については、北薩森林管理署業務G（経営担当）（TEL 0996-48-4900）へお問い合わせ下さい。

8

令和6年8月30日

高尾野町鳥越浄水場入口

阿久根森林事務所森林官（TEL　0996-72-0214）

・混生木（L2.38㎥）があり別途契約となります。

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

毎木調査（樹高曲線法）

7

令和6年8月30日

高尾野町鳥越浄水場入口

阿久根森林事務所森林官（TEL　0996-72-0214）

・混生木（L14.98㎥）があり別途契約となります。

毎木調査（樹高曲線法）

岳
山

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

伊
良

ヶ
迫

指定調査機関

指定調査機関

6

令和8年6月8日

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

毎木調査（樹高曲線法）

分 収 育 林 等 履 歴

5

令和6年8月30日

出水森林事務所首席森林官（TEL　0996-62-0501）

・混生木（L46.44㎥）があり別途契約となります。

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

毎木調査（樹高曲線法）

樹 種 種 別

一 般 材 低 質 材 計

摘 要

白
木
川
内

白
木
川
内

指定調査機関

直営

令和８年度　７月期　立木一般競争入札物件一覧表

北薩森林管理署
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本 数 材 積 本 数 材 積 本 数 材 積

1097と3 皆伐 71 3.94 スギ 生立木 519 484.10 67 37.45 586 521.55
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

ヒノキ 生立木 2,309 1,622.62 256 106.54 2,565 1,729.16 ◎現地案内 間伐実行 平成 26 年度

1 日時 令和8年7月10日 ( 金 ) 9:30 集合 初回公売 令和 4 年度

2 集合場所

3 案内者

◎ その他 公売回数 7 回目

571 m3/ha 合 計 3.94 2,828 2,106.72 323 143.99 3,151 2,250.71 ◎調査方法 調 査 者

2014り 皆伐 63 3.27 スギ 生立木 19 30.10 5 6.14 24 36.24
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

ヒノキ 生立木 2,697 1,542.14 758 269.82 3,455 1,811.96 ◎現地案内 間伐実行 平成 年度

1 日時 令和8年7月14日 ( 火 ) 9:00 集合 初回公売 令和 年度

2 集合場所

3 案内者

◎ その他 公売回数 初 回

565 m3/ha 合 計 3.27 2,716 1,572.24 763 275.96 3,479 1,848.20 ◎調査方法 調 査 者

2097い2 皆伐 65 3.03 ヒノキ 生立木 2,149 1,360.36 728 274.69 2,877 1,635.05
公売 分収育林

収穫調査
年 月 日

◎現地案内 間伐実行 平成 11 年度

1 日時 令和8年6月29日 ( 月 ) 9:00 集合 初回公売 平成 24 年度

2 集合場所

3 案内者

◎ その他 公売回数 21 回目

540 m3/ha 合 計 3.03 2,149 1,360.36 728 274.69 2,877 1,635.05 ◎調査方法 調 査 者

公売
収穫調査
年 月 日

◎現地案内 間伐実行 平成 年度

1 日時 ( 土 ) 集合 初回公売 令和 年度

2 集合場所

3 案内者

◎ その他 公売回数 回目

#DIV/0! m3/ha 合 計 ◎調査方法 調 査 者

※1

※2

当該箇所の収穫調査については、林内の一部を調査して全体の数量を算出する標準地調査法を実施しています。標準地については現地に明示していますので、位置図にてご確認下さい。

物件明細書等の詳細については、北薩森林管理署業務G（経営担当）（TEL 0996-48-4900）へお問い合わせ下さい。

12

大口合同事務所

大口森林事務所地域統括森林官（TEL　0995-22-0757）

・混生木（N30.21㎥L41.15㎥）があり別途契約となります。

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

毎木調査（樹高曲線法）

山
田
浦

10

令和7年5月14日

大口合同事務所

大口森林事務所地域統括森林官（TEL　0995-22-0757）

・混生木（L7.10㎥）があり別途契約となります。

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

毎木調査（樹高曲線法）

山
ノ
神

指定調査機関

指定調査機関

11

令和6年8月30日

9

令和6年5月28日

高尾野町鳥越浄水場入口

阿久根森林事務所森林官（TEL　0996-72-0214）

・混生木（L100.52㎥）があり別途契約となります。

・保安林のため、作業許可等の申請が必要になります。

毎木調査（樹高曲線法）

樹 種 種 別

一 般 材 低 質 材 計

摘 要

岳
山

直営
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分 収 育 林 等 履 歴
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